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護支援専門員登録証明書の写しを添え

て、高齢介護課（内線１７７）へ（郵送不可）

※実施要領は、６月２８日から人事課（内

線３２２）および高齢介護課で配布（市

ウェブサイトの各課のページ「人事課」

からダウンロードも可）。

防衛省自衛官募集

●航空学生（各種航空機のパイロット

の養成)＝６年後に幹部に任官

応募資格　日本国籍を有する高卒者ま

たは高専３年修了者（いずれも見込み含

む）で、海上自衛隊は１８歳以上２３歳未満、

航空自衛隊は１８歳以上２１歳未満の人

●一般曹候補生（小部隊指揮官の養成）

＝入隊後２年９カ月以降に選考で３曹

に任官

応募資格　日本国籍を有する１８歳以上

２７歳未満の人　

●自衛官候補生＝入隊３カ月後に２等

陸・海・空士に任用

応募資格　日本国籍を有する１８歳以上

２７歳未満の人

受付期間　７月１日～９月８日

※自衛官候補生は年間を通じて受け付

けています。

問い合わせ　自衛隊富田林地域事務所

〔(２４)３７９９〕

各施設の電話番号は３１ページをご覧ください

市嘱託職員（ケアマネジャー）
を募集

業務内容　要介護認定に関する調査業務

採用人数　１人

勤務期間　８月１日～３０年３月３１日

（土・日曜日、祝日、年末年始は除く）

受験資格　３カ月以上認定調査の実務

経験がある介護支援専門員有資格者で

普通自動車運転免許を有する人

試験日　７月１４日

申し込み　７月１２日までに、履歴書

に認定調査の実務期間などを記入し写

真を貼り、応募動機（４００字以内）と介

こころの電話相談　〔(２５)８２６４〕 毎週水曜日　午前１０時～午後３時３０分（ただし、祝日は休み）
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認知症サポーター養成講座

　認知症の人やその家族を温かく見守

る応援者を養成する同講座を開催しま

す。

とき　７月２５日、午後１時３０分～３時

ところ　市役所４階４０１会議室

内容　認知症の基礎知識、認知症の人

の心の理解と対応について

対象者　市内在住・在勤で認知症サ

ポーターになることを希望する人

定員　５０人（申し込み先着順）

受講料　無料

申し込み　７月６日～１８日に、高

齢介護課（内線１８９）へ

同行援護従業者養成研修       
受講生募集

　視覚に障がいのある人の外出支援に

必要な知識と技能を修得する、同研修

を実施します。

①一般課程　とき　８月２７日、９月

１６日、２３日（全３回）

②応用課程　とき　１０月７日、１４日

（全２回）

※応用課程は一般課程または府知事が

一般課程に相当するものとして認める

研修の修了者でないと受講できませ

ん。詳しくはお問い合わせください。

ところ　ジョブシティカレッジおも

ちゃ館金剛校（大阪狭山市金剛一丁目

３の５）

定員　①②各３０人（申し込み先着順）

受講料　①１万２０００円、②１万３０００円

（いずれも教材費含む）　 ※①と②両

方受講する場合は２万４５００円。

申し込み　７月６日～８月２１日

に、ＮＰＯ法人シーシータイミング〔０７２

(３６６)５５６６〕へ

 

介護予防・健康づくり推進員
養成セミナー

　市老人クラブ連合会では、新地域支

援事業の一環として同セミナーを開催

します。

とき　８月２３日、３０日、９月６日、２０

日、１０月４日の水曜日、いずれも午後

１時３０分～４時（全５日間、１０科目）

ところ　市消防本部４階視聴覚室

※同本部には駐車場はありませんの

で、できるだけ公共交通機関をご利用

ください。

対象者　６０歳以上の人で同セミナー終

了後、各地域において介護予防・健康

づくり推進員として活動できる人（老

人クラブの会員でない人も参加可）

定員　５０人（申し込み先着順）

参加費　無料

申し込み　７月６日～、同連合会

〔(２５)８２６１〕へ

介護面接会＆相談会

とき　７月１８日、午後２時～４時（受

け付けは、午後３時３０分まで）

ところ　ハローワーク河内長野（河内

長野市昭栄町７の２）

対象者　介護業界での仕事を希望する

求職者

参加費　無料（当日、直接会場へ）

持ち物　履歴書、ハローワーク紹介状

※複数の企業と面接される人は履歴書

を複数ご用意ください。

参加企業　５社

問い合わせ　ハローワーク河内長野

〔(５３)３０８１〕

講　座
 

市臨時的任用職員（アルバイ
ト）登録者を募集

　市役所などに勤務し、事務を補助す

る市臨時的任用職員（アルバイト）の

登録者を随時募集しています。

勤務時間　月～金曜日、午前９時～午

後５時３０分の間で５～７.５時間（４５分間

休憩）

賃金　時給９１０円（別途、市の規定によ

る交通費を支給）

申し込み　人事課で配布する所定のエ

ントリーシートに必要事項を記入し、

写真を貼って人事課（内線３２２）へ

※必ず本人が持参してください。

※エントリーシートは市ウェブサイト

の各課のページ「人事課」からダウン

ロードできます。

市立保育所アルバイト募集

勤務地　金剛保育園

勤務期間　８月８日～３０年３月３１日

（土・日曜日、祝日、年末年始は除く）

職種　保健師または看護師

申し込み　７月３１日までに、履歴書

に必要事項を記入し写真を貼り、資格

証明書の写し添えて、こども未来室（内

線２９６）へ（郵送不可）

府警察官（巡査）採用試験

第１次選考　９月１８日

応募資格　昭和５９年４月２日～平成１２

年４月１日に生まれた人

受付期間　７月１日～８月２日

問い合わせ　府警察官採用センター

〔０１２０(３７０)３１４〕

募　集
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※広告の問い合わせは、情報公開課（内線３２６）へ。
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国民年金保険料の納付が困難
な場合は免除制度のご利用を

　経済的な理由などで、国民年金保険

料の納付が困難な場合、申請して承認

されると保険料の「一部」「全額」の納

付が免除または猶予されることがあり

ます。

　なお、昨年７月より、納付猶予制度

の対象者が３０歳未満から５０歳未満に拡

大されました（ただし、昨年６月以前

の期間は、引き続き３０歳未満であった

期間が納付猶予制度の対象となりま

す）。

免除などの期間　申請月の２年１カ月

前～翌年６月まで

※保険料全額免除または納付猶予（一

部納付を除く）を承認された人が、申

請時に翌年度以降も申請することをあ

らかじめ希望された場合、翌年度以降

は改めて申請しなくても継続して申請

があったものとして自動的に審査しま

す。　

※離職などにより承認された人は、毎

年申請が必要です。

受給資格　免除、納付猶予をされた期

間は、年金を受けるための受給資格期

間に算入されます

※一部免除の場合は、決定された額を

納付しなければ未納期間となります。

申請に必要なもの　年金手帳、印鑑　

※失業された人は、失業を確認できる

雇用保険受給資格者証や雇用保険被保

険者離職票など、公的機関の証明書な

どが必要です。

問い合わせ　天王寺年金事務所〔０６

(６７７２)７５３１〕、保険年金課（内線１５３、

１５４）

 

水道管の入れ替え工事に       
ご協力を

　本市では、災害時でも安全・安心な

水道水を市民の皆さんに届けるため、

古くなった水道管や災害時に重要な拠

点となる病院などにつながっている水

道管を優先的に、高い耐震性能のある

水道管（耐震管）へ入れ替える工事を

実施しています。

　工事中は、断水や濁り水などが発生

することがあります。また、交通規制

や振動・騒音などで、ご迷惑をお掛け

しますが、災害時に皆さんの生活を守

るための工事になりますので、ご理解

とご協力をお願いします。

問い合わせ　水道工務課（内線２５６）

水道料金のお支払いは便利な
口座振替をご利用ください

　口座振替を希望される人は「水道使

用量のお知らせ」と預（貯）金通帳、

通帳の印鑑を持参し、次の取扱金融機

関で直接申し込んでください。

取扱金融機関　りそな銀行、三菱東京

ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、近畿大阪

銀行、池田泉州銀行、成協信用組合、

大阪南農業協同組合、大同信用組合、

関西ア－バン銀行、紀陽銀行、大阪シ

ティ信用金庫、大正銀行、近畿労働金

庫、ゆうちょ銀行・郵便局（専用申込

用紙）　※口座振替推奨月間として、７

～８月の検針時にお知らせなどをご家

庭に投函します。

問い合わせ　水道お客様センター〔(２０)

６４００〕

上下水道
 

府立南大阪高等職業技術専門
校10月入校生募集

募集科目　空調設備科

応募資格　１８歳以上の人　定員　３０人

授業料　年間１１万８８００円（別途教科書

代など実費）　※その他、入校料などが

必要。

願書受け付け　７月２７日までに、ハ

ローワーク河内長野（河内長野市昭栄

町７の２）〔５３(３０８１)〕へ

試験日　８月２５日　

合格発表　８月３１日　

入校日　１０月１１日

問い合わせ　同専門校〔０７２５(５３)３００５〕

※７月６日＝施設見学会と体験実

習、７月２４日、９月６日＝施設見

学会を同専門校（和泉市テクノステー

ジ二丁目３の５）で実施します（いず

れも午後１時３０分～、当日直接会場へ）。

 

認知症介護家族の交流会

とき　７月２６日、午後１時３０分～３時

ところ　市役所地下９０２会議室

内容　井本　全海さん（勝光寺住職）

によるお話、交流会

対象者　市内在住で認知症の人を介護

している家族

定員　２０人　参加費　無料

申し込み　７月２０日までに、高齢介

護課（内線１８９）へ（申し込み多数の場

合抽選）　※認知症の人もぜひ一緒に

参加してください。

教　育

講　座

各施設の電話番号は３１ページをご覧ください
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※広告の問い合わせは、情報公開課（内線３２６）へ。
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家屋の一斉調査にご協力を

　税の公平性を図るため、既存家屋の

増改築や取り壊しなどの変更の有無を

確認する一斉調査を実施します。調査

員が訪問したときは、ご協力をお願い

します。調査員は、「固定資産評価補助

員証」を携帯しています。

問い合わせ　課税課（内線１１３～１１５）

住宅を耐震・バリアフリー・
省エネ改修すると固定資産税
が減額されます

　住宅を耐震改修、バリアフリー改修、

省エネ改修（熱損失防止改修）し、一

定の要件に適合する場合は改修後一定

期間、固定資産税が減額されますので

申告してください。対象となる改修工

事の内容や申告手続き、添付書類など

詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ　課税課（内線１１３～１１５）

市税未納の人を対象に           
休日納付相談会を実施します

　仕事などの理由により、市役所に普

段来ることができない人は、この機会

にぜひご相談ください。

※当日、納付の受け付けはできません。

とき　７月９日、１６日、いずれも

午前９時～正午、午後１時～５時

ところ　市役所地下９０２会議室

持ち物　納税通知書または催告書、本

人確認書類、印鑑

申し込み　相談希望日の２日前までに

納税課（内線１２１～１２４）へ

税
  

老人医療（一部負担金相当額等
一部助成）医療証が変わります

　現在、同医療証（黄色）をお持ちの

人は、７月３１日で有効期限が切れま

す。引き続き該当する人には新しい医

療証（水色）を７月末に送付しますの

で、８月１日からは新しい医療証を

お使いください。なお、次の①～⑥の

いずれかに該当する人で、一度も申請

していない６５歳以上の人は、申請の手

続きをしてください。　

※④～⑥は所得制限があります。

①身体障がい者手帳（１・２級）を持っ

ている人

②療育手帳（Ａ）を持っている人

③身体障がい者手帳（３～６級）と療

育手帳（Ｂ１）の両方を持っている人

④「感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律」に基づく結

核に係る医療を受けている人

⑤「障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律」に基づ

く精神通院医療の適用を受けている人

⑥特定医療費（指定難病）助成の認定

を受け、対象となる難病を有する人　

※対象となる難病についてはお問い合

わせください。

申し込み　健康保険証、印鑑、①～⑥

を証明する手帳などを持参し、福祉医

療課または金剛連絡所へ（代理人可）

問い合わせ　福祉医療課（内線１６３、１６４）

原子爆弾被爆者見舞金の申請を

対象者　「原子爆弾被爆者に対する援

護に関する法律」に基づき諸手当を受

けている人で、今年４月１日以前から

引き続き本市に居住し、住民基本台帳

に記載されている人

申し込み　印鑑、手当の証書（写し可）、

金融機関の通帳（写し可）を持参し、

７月３１日までに地域福祉課（内線

２８２）へ　

※昨年、見舞金を受け取った人には申

請用紙を送付しましたが、７月７日

までに申請用紙が届かない場合はご連

絡ください。

福　祉
 

受けましょう！特定健康診査

　特定健康診査は、生活習慣病と関係

が深いメタボリックシンドロームに着

目した健康診査です。

　健康づくりの第一歩として、年に一

度の無料健診を受けましょう。

　なお現在、通院中の人も同診査受診

券を利用することができます。

同診査の対象者など　国民健康保険加

入者のうち、実施年度中（４月１日～

翌年３月３１日）に４０～７４歳の人に年１

回実施（昭和１７年９月～１８年３月生ま

れの人に限り誕生日の前日まで受診

可）。ただし、１１月１日以降に同保険に

加入した人は除きます

※実施医療機関や受診方法など詳しく

は、受診券に同封のパンフレット「特

定健康診査のご案内」をご覧ください。

※同一年度内に受診券を利用できるの

は、「国民健康保険総合健康診断（人間

ドック）」と「特定健康診査」のどちら

か一方です。

問い合わせ　保険年金課（内線１５５、１８８）

１８８）

 

年金請求書の手続き漏れは    
ありませんか？

　老齢基礎年金の受け取りに必要な期

間（受給資格期間）が、「２５年」から

「１０年」に短縮されることになりまし

た。日本年金機構では、対象者に黄色

の封筒をお届けしています。

　制度の開始は、８月１日（最も早

い年金のお支払いは１０月１３日）です。

　まだ、請求手続きをされていない人

は「ねんきんダイヤル」に電話予約の

上、年金事務所で急ぎ手続きをお願い

します。

※全ての加入期間が国民年金第１号被

保険者の人は保険年金課で手続きでき

ます。

問い合わせ　ねんきんダイヤル〔０５７０

(０５)１１６５〕、天王寺年金事務所〔０６(６７７２)

７５３１〕、保険年金課（内線１５３、１５４）

国民健康保険

国民年金
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